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入国者収容所東日本入国管理センター



入国者収容所東日本入国管理センター診断書等交付事務取扱要領

（円的）
第］粂 この要領は， 人間者収容所東日本入間管理センター（以下 戸センターjとい

う）に収容されてl、る者（以下「被収容者jという0 ）又はセンターを出所した

者（以下「出所者JというJがセンターの診療室におL、て受けた診療に係る診断

書その他診疲情報に関する書面（以下 「診断書等Jという，， ） の交付事務に関する

取扱いを規定L, もって当該事務の適jfな運営をl災｜ることを目的とする。

（訟IV「古：等の交付請求）

第2条 診断書等の交付詩求（以下f交付請求jというc）は， 入国者収容所東日本

入凶管理センタ』ー診療情報提供実施規則第3条に定める申出人に限り行うことがで

きる

2 交付請求は， 被収容者が行う場合は東日本入国管理センタ一被収容者処遇細則に

定める被収容者申出諮 問リ記第2 0号様式）を処過部門に， その他の者が行う場合

は任意の書面を総務課に， それぞれ提出して行うものとするe

；ぅ 交付請求に当たヮては， 診断書等を必要とする具体的理由（提出先を含むι）を

記載するとともに． 前T買の書面lごは， センターの診療室において診療を受けf者の

国符， 氏名及び請求人U）住所 ・ 氏名を記載し， 結求人が署名しなければならなL 、c

（交付の決定）

窮 3灸 センターの所長（以下「所長Jという） (j ， 交付訪求があったときは， 別

記第］号棟式に記載された意見を踏まえ． 診断書等の交付を決定するものとする【

この場合におし、て， 所長は， 次のいずれかに該当する場合を除き， 治断書等山交付

を決定しなければだらない

イ 珍療に悪影響を及ぼすおそれがある場合

υ 被収容者又は出所者の権利之は利益を侵害するおそれがある場合

ハ 第三者山権利利益を侵害寸るおそれがある場合

ー センターの保安l二支障を及ぼすおそれ，がある場合

ホ その他li�I折喜等Ul交付が適当でなL、事情がある場合



ど 診断書等を交付する場合0）書面は， 書面の提出先か書式を指定している場合を除

き， 原則， 次のとおりとするU ただし， 所長は， 当該書面が適当でないと認める場

合は， これと異なる書面を指定することができるc

イ 公的機関に提出する場合 別記第2号様式による診断書

ロ その他の場合 別記第2号の2様式による診療情報提供書

（診断書等の作成及び交付）

第4条 所長は， 前条第1項の規定により診断書等の交付を決定したときは， 診療室

の医師にその旨を通知するものとするc

2 診療室の医師は，前項の通知があったときは，前条第2項に定めるところにより，

診断書等を作成のJ：， 目IJ記第3�す様式に添付し， 所長に提出するものとする，

3 所長は， 前項の診断書等について， 第2条第2項の提出がなされた部門又は課を

通じて交付請求をした者に交付するものとするζ

（不交付告知）

第5条 所長は． 診断警等を？芝付lない旨のj夫定をしたトきは’ 第2条第2工頁の提「

がなさillた部門叉は諜を通じて， 交付請求をした者に口頭で背知するものとするむ

（記録の保管：）

第6条 診療室の医師は， 診断書等を作成したときは， その写しを診療録（医師法第

2 4条に定める診時録をいうJに添付し， －括して保管するもωとするむ

附 員lj
この要領は， 平成2 ：）年 9月三O Hから施行するう

この要領は一 平成2 :-3年） 1月 7日から施行する

ヲ
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